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寒 川 町 事 務 分 掌 等 に 関 す る 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(課 等 及 び 担 当 の 設 置 ) (課 等 及 び 担 当 の 設 置 ) 

第 2条  寒 川 町 部 設 置 条 例 第 1条 に 規 定 す

る 部 に 次 の 課 等 及 び 担 当 を 置 く 。  

第 2条  寒 川 町 部 設 置 条 例 第 1条 に 規 定 す

る 部 に 次 の 課 等 及 び 担 当 を 置 く 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

環 境 経 済 部  環 境 経 済 部  

産 業 振 興 課  農 政 担 当  商 工 労 政 担

当  観 光 担 当         

産 業 振 興 課       商 工 労 政 担

当  観 光 担 当  企 業 支 援 担 当  

 農 政 課  農 政 担 当  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(課 等 の 事 務 分 掌 ) (課 等 の 事 務 分 掌 ) 

第 3条  前 条 に 規 定 す る 課 等 の 事 務 分 掌

は 、 次 の と お り と す る 。  

第 3条  前 条 に 規 定 す る 課 等 の 事 務 分 掌

は 、 次 の と お り と す る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

町 民 部  町 民 部  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

町 民 窓 口 課  町 民 窓 口 課  

総 合 窓 口 担 当  総 合 窓 口 担 当  

(1)～ (8) (略 ) (1)～ (8) (略 ) 

（ 加 え る ）  ( 9 )  個 人 番 号 カ ー ド の 交 付 に 関

す る こ と 。  

(9)～ (14) (略 ) (10)～ (15) (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

福 祉 部  福 祉 部  

福 祉 課  福 祉 課  

総 務 担 当  総 務 担 当  

(1)・ (2) (略 ) (1)・ (2) (略 ) 

( 3 )  生 活 保 護 世 帯 の 援 助 に 関 す

る こ と 。  

( 3 )  生 活 保 護 世 帯 の 支 援 に 関 す

る こ と 。  

（ 加 え る ）  ( 4 )  生 活 困 窮 世 帯 の 相 談 に 関 す

る こ と 。  

(4)～ (11) (略 ) (5)～ (12) (略 ) 

( 1 2 )  日 本 赤 十 字  に 関 す る こ

と 。  

( 1 3 )  日 本 赤 十 字 社 に 関 す る こ

と 。  

(13)  災 害 時 要 援 護 者  の 把 握 に

関 す る こ と 。  

(14)  避 難 行 動 要 支 援 者 の 把 握 に

関 す る こ と 。  
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(14)～ (17) (略 ) (15)～ (18) (略 )  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

高 齢 介 護 課  高 齢 介 護 課  

高 齢 福 祉 担 当  高 齢 福 祉 担 当  

（ 加 え る ）  ( 1 )  高 齢 者 保 健 福 祉 計 画 に 関 す

る こ と 。  

(1)・ (2) (略 )  (2)・ (3) (略 ) 

(3) 地 域 支 援 事 業 に 関 す る こ と 。 （ 削 る ）  

( 4 )  生 き が い 事 業 対 策     

           に 関 す

る こ と 。  

( 4 )  公 益 社 団 法 人 寒 川 町 シ ル バ

ー 人 材 セ ン タ ー と の 連 携 に 関 す

る こ と 。  

(5) (略 ) (5) (略 ) 

( 6 )  敬 老 祝 金 等 の 支 給 に 関 す る

こ と 。  

( 6 )  敬 老 金   の 支 給 に 関 す る

こ と 。  

(7)～ (11) (略 ) (7)～ (11) (略 ) 

( 1 2 )  老 人 福 祉 計 画 に 関 す る こ

と 。  

（ 削 る ）  

(13)  老 人 福 祉 施 設 及 び 地 域 密 着

型 事 業 所 の 設 置 に 関 す る こ と 。  

(12)  老 人 福 祉 施 設 等      

    の 設 置 に 関 す る こ と 。  

(14) (略 ) (13) (略 ) 

介 護 保 険 担 当  介 護 保 険 担 当  

(1)～ (11) (略 ) (1)～ (11) (略 )  

（ 加 え る ）  ( 1 2 )  地 域 支 援 事 業 に 関 す る こ

と 。  

保 険 年 金 課  保 険 年 金 課  

年 金 担 当  年 金 担 当  

(1) 国 民 年 金 (福 祉 年 金 及 び 特 別

障 害 給 付 金 を 含 む 。 )裁 定 請 求 書

の 受 理 、審 査    及 び 送 付 に 関

す る こ と 。  

(1) 国 民 年 金 (福 祉 年 金 及 び 特 別

障 害 給 付 金 を 含 む 。 )裁 定 請 求 書

の 受 理 、事 実 の 審 査 及 び 送 付 に 関

す る こ と 。  

( 2 )  国 民 年 金 被 保 険 者 の 資 格 取

得 等 に 関 す る こ と 。  

(2) 国 民 年 金 第 1号 被 保 険 者 に 係

る 届 出 の 受 理 、事 実 の 審 査 及 び 送

付 に 関 す る こ と 。  

(3) (略 ) (3) (略 ) 

(4) 国 民 年 金 保 険 料 の 免 除 等      

                

                

      に 関 す る こ と 。  

(4) 国 民 年 金 保 険 料 の 免 除 、納 付

猶 予 及 び 学 生 納 付 特 例 に 係 る 届

出 及 び 申 請 の 受 理 、事 実 の 審 査 並

び に 送 付 に 関 す る こ と 。  



3 
 

(5) (略 )  (5) (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

健 康 子 ど も 部  健 康 子 ど も 部  

子 ど も 青 少 年 課  子 ど も 青 少 年 課  

子 ど も 家 庭 担 当  子 ど も 家 庭 担 当  

(1) (略 ) (1) (略 ) 

( 2 )  児 童 遊 園         

に 関 す る こ と 。  

( 2 )  児 童 の 遊 び 場 の 遊 具 の 管 理

に 関 す る こ と 。  

(3)～ (9) (略 )  (3)～ (9) (略 ) 

( 1 0 )  児 童 発 達 支 援 事 業     

 に 関 す る こ と 。  

(10)  寒 川 町 立 ひ ま わ り 教 室 の 運

営 に 関 す る こ と 。  

(11) (略 ) (11) (略 ) 

（ 加 え る ）  (12)  不 育 症 治 療 費 助 成 事 業 に 関

す る こ と 。  

(12)～ (14) (略 ) (13)～ (15) (略 ) 

保 育 担 当  保 育 担 当  

(1) 認 定 子 ど も 園 、幼 稚 園 及 び 保

育 園 に 関 す る こ と 。  

(1) 認 定 こ ど も 園 、幼 稚 園 及 び 保

育 所 に 関 す る こ と 。  

( 2 )  認 可 保 育 園 の 入 園 並 び に 保

育 料 の 賦 課 及 び 徴 収 (収 納 対 策 課

に 移 管 し た も の を 除 く 。 )に 関 す

る こ と 。  

( 2 )  認 可 保 育 所 の 入 所 並 び に 保

育 料 の 賦 課 及 び 徴 収 (収 納 対 策 課

に 移 管 し た も の を 除 く 。 )に 関 す

る こ と 。  

(3) (略 ) (3) (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

環 境 経 済 部  環 境 経 済 部  

産 業 振 興 課  産 業 振 興 課  

農 政 担 当  （ 削 る ）  

( 1 )  農 業 施 策 の 企 画 及 び 調 整 に

関 す る こ と 。  

 

( 2 )  農 業 の 振 興 指 導 に 関 す る こ

と 。  

 

(3) 農 業 振 興 地 域 に 関 す る こ と 。  

( 4 )  農 業 委 員 会 と の 連 絡 調 整 に

関 す る こ と 。  

 

( 5 )  神 奈 川 県 農 業 共 済 組 合 と の

連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。  

 

(6) 林 業 に 関 す る こ と 。   

(7) 地 域 森 林 計 画 に 関 す る こ と 。  
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(8) 漁 業 に 関 す る こ と 。   

( 9 )  農 作 物 の 病 害 虫 防 除 に 関 す

る こ と 。  

 

( 1 0 )  土 地 改 良 事 業 に 関 す る こ

と 。  

 

(11 )  農 業 用 排 水 路 の 台 帳 整 備 及

び 維 持 管 理 に 関 す る こ と 。  

 

(12 )  家 畜 の 感 染 症 予 防 に 関 す る

こ と 。  

 

(13) 課 の 庶 務 に 関 す る こ と 。   

(14 )  部 内 の 事 務 連 絡 に 関 す る こ

と 。  

 

(15 )  部 内 の 他 課 の 主 管 に 属 し な

い 事 務 に 関 す る こ と 。  

 

商 工 労 政 担 当  商 工 労 政 担 当  

( 1 )  商 工 業 の 振 興 に 係 る 企 画 及

び 調 整 に 関 す る こ と 。  

( 1 )  総 合 的 な 商 工 業 の 振 興   

   に 関 す る こ と 。  

( 2 )  商 工 業 の 調 査         及 び

指 導 に 関 す る こ と 。  

( 2 )  総 合 的 な 商 工 業 の 調 査 及 び

指 導 に 関 す る こ と 。  

(3)～ (5) (略 ) (3)～ (5) (略 ) 

( 6 )  中 小 企 業 の 支 援 に 関 す る こ

と 。  

（ 削 る ）  

(7)～ (10) (略 ) (6)～ (9) (略 ) 

(加 え る ) 

 

( 1 0 )  産 業 全 体 の 連 携 に 関 す る こ

と 。  

(加 え る ) (11) 課 の 庶 務 に 関 す る こ と 。  

(加 え る ) ( 12 )  部 内 の 事 務 連 絡 に 関 す る こ

と 。  

(加 え る ) ( 13 )  部 内 の 他 課 の 主 管 に 属 し な

い 事 務 に 関 す る こ と 。  

観 光 担 当  観 光 担 当  

(1)～ (4) (略 ) (1)～ (4) (略 ) 

（ 加 え る ）  企 業 支 援 担 当  

 ( 1 )  企 業 等 の 支 援 に 係 る 企 画 及

び 調 整 に 関 す る こ と 。  

 (2) 企 業 等 の 情 報 の 収 集 、分 析 等

に 関 す る こ と 。  

 ( 3 )  企 業 等 の 経 営 改 善 策 に 関 す
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る こ と 。  

（ 加 え る ）  農 政 課  

 農 政 担 当  

 ( 1 )  農 業 施 策 の 企 画 及 び 調 整 に

関 す る こ と 。  

 ( 2 )  農 業 の 振 興 指 導 に 関 す る こ

と 。  

 (3) 農 業 振 興 地 域 に 関 す る こ と 。

 ( 4 )  農 業 委 員 会 と の 連 絡 調 整 に

関 す る こ と 。  

 ( 5 )  神 奈 川 県 農 業 共 済 組 合 と の

連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。  

 (6) 林 業 に 関 す る こ と 。  

 (7) 地 域 森 林 計 画 に 関 す る こ と 。

 (8) 漁 業 に 関 す る こ と 。  

 ( 9 )  農 作 物 の 病 害 虫 防 除 に 関 す

る こ と 。  

 ( 1 0 )  土 地 改 良 事 業 に 関 す る こ

と 。  

 (11 )  農 業 用 排 水 路 の 台 帳 整 備 及

び 維 持 管 理 に 関 す る こ と 。  

 (12 )  家 畜 の 感 染 症 予 防 に 関 す る

こ と 。  

 (13) 課 の 庶 務 に 関 す る こ と 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

都 市 建 設 部  都 市 建 設 部  

道 路 課  道 路 課  

管 理 担 当  管 理 担 当  

(1)～ (11) (略 )  (1)～ (11) (略 ) 

（ 加 え る ）  (12)  特 殊 車 両 通 行 許 可 申 請 及 び

協 議 に 関 す る こ と 。  

(12)～ (14) (略 ) (13)～ (15) (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

拠 点 づ く り 部  拠 点 づ く り 部  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

寒 川 駅 周 辺 整 備 事 務 所  寒 川 駅 周 辺 整 備 事 務 所  

整 備 担 当  整 備 担 当  

(1)～ (8) (略 ) (1)～ (8) (略 ) 
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( 9 )  寒 川 駅 北 口 地 区 土 地 区 画 整

理 事 業 施 行 区 域 内 の 公 益 施 設 の

計 画 及 び 整 備 に 関 す る こ と 。  

(9) 寒 川 駅 南 口 整 備 事 業 の 調 査 、

計 画 及 び 実 施                  

         に 関 す る こ と 。  

(10)  寒 川 駅 北 口 地 区 土 地 区 画 整

理 事 業 施 行 区 域 内 の 公 益 施 設 用

地 の 調 整 及 び 取 得 に 関 す る こ と 。

（ 削 る ）  

(11)  寒 川 駅 北 口 地 区 土 地 区 画 整

理 事 業 施 行 区 域 内 の 寒 川 町 中 心

市 街 地 活 性 化 基 本 計 画 に 基 づ く

公 共 、公 益 施 設 の 計 画 及 び 整 備 に

関 す る こ と 。  

（ 削 る ）  

(12) (略 ) (10) (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  

 こ の 規 則 は 、平 成 28年 4月 1日 か ら 施 行 す

る 。  

 


